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佐賀県立大学（仮称）整備設計に係る 

コンストラクション・マネジメント業務委託 

特記仕様書（案） 

 

第１ 業務概要 

１ 業務名     佐賀県立大学（仮称）整備設計に係るコンストラクション・マネジメン

ト業務委託 

２ 適用    本特記仕様書に記載された事項については、本委託に適用する。 

３ 業務の目的 佐賀県は、教育、研究、経済成長の分野で、地域において不可欠な機能

を担う「大学」が全国で最も少ない２校しかなく、進学時の選択肢不足

による若者の県外流出、実践的な産業人材の確保困難、大学・産業界等

の連携不足などの構造的な問題、機会損失を長年抱えてきた。 

そのため、理文融合・企業連携・小中高との連携など特長のある「佐賀

県立大学（仮称）」の設置に取り組んでおり、「県立大学基本構想」

「施設機能の考え方」をとりまとめた。 

本事業は、佐賀県立大学（仮称）整備に係る基本設計及び実施設計にお

いて、コンストラクション・マネジメント業務として、高度な専門知識

及び豊富なマネジメント能力により、発注者が行う業務への支援を行う

ことで、事業の円滑な実施を図ることを目的としている。 

４ 履行期間   契約日 から 令和８年11月30日（月） 

５ 計画事業の概要 

（１）事業名称 

   佐賀県立大学（仮称）整備事業 

（２）敷地の場所 

   佐賀市八丁畷町８－１  

（３）敷地面積 

   13,525㎡（約1.35ha） 

（４）主な施設の想定規模 

   新設：13,000㎡（想定）、改修：4,205㎡ 

（５）計画概要 

    「施設機能の考え方」参照のこと 

 

第２ 業務仕様 

 本特記仕様書に記載されていない事項は、一般社団法人日本コンストラクション・マネ

ジメント協会の「ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）業務委託書（2022年７月改

訂版）」によるものを基本とし、発注者と受託者の協議により決定する。なお、これらに

記載のない事項であっても、本委託の性質上必要と思われるものは、受託者の責任におい

て完備しなければならない。 
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１ 業務計画書 

受託者は、契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した業務計画書を作成の上、

発注者に提出し、発注者の承認を得るものとする。（仕様書等に定めの無い業務計画

については、協議事項とし、適宜追加するものとする。） 

（１）業務実施方針 

   本委託に係るＣＭ業務実施方針 

（２）業務工程 

        業務工程計画の作成、打合せ計画の作成 

（３）業務実施体制 

全事業関与者の業務体制、組織計画（体系図）、業務担当表、連絡体制、連絡先 

（４）配置技術者名簿 

    担当分野、氏名、所属、役職、保有資格、実務経験及び手持ち業務等 

（５）その他 

   発注者が他に必要とする事項 

 

第３ 委託業務内容 

本事業に関する次の各段階のコンストラクション・マネジメント業務を行う。 

１ 共通業務 

（１）共通業務 

ア プロジェクトの運営における伝達・記録・保存の対象となる情報を定め、情報の

伝達・記録・保存の方法を提案する。（情報管理システムの構築） 

   イ 発注者との協議において、決定した方法に従い、情報の管理・更新・運営を行 

う。 

   ウ 各種会議体の目的に応じた会議の主催者・参加者・頻度等を発注者に提案する。 

   エ 各種会議体のうち、受託者が出席すると定められている会議においては、技術的

中立性の下、発注者の支援を行う。 

   オ 受託者が出席すると定められていない会議については、議事録又は報告をもとに

必要に応じて発注者に助言する。 

   カ 参加者・頻度等各種会議について発注者から依頼がある場合、会議の主催者にそ

の旨を伝える。 

   キ 発注者がプロジェクト関係者に対してプロジェクトの説明を行う場合、必要に応

じて発注者を支援する。 

  

２ 基本設計段階における支援業務 

 （１）基本設計開始段階の検討 

ア 発注者体制の構築について、必要な人員や役割分担の明確化等について助言する。 

イ 基本設計のスケジュールの作成を設計者に依頼し、提出された基本設計スケジュ―

ルについて設計者と協議を行い、発注者に結果を報告する。発注者の指示があった
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場合はマスタースケジュールを更新する。 

ウ 基本設計方針書の作成を設計者に依頼し、設計者から提出された基本設計方針書と

発注書の要求を比較検討し、結果を発注者に報告する 

（２）基本設計の内容確認 

ア 基本設計の進捗状況について設計者から随時報告を受け、その内容を発注者に報

告する。 

   イ 基本設計の期間中、随時継続的に設計内容が発注者の要求（施工性・コスト・ス

ケジュール・品質等）から明らかに逸脱しているか否かを確認し、結果を発注者

に報告する。 

ウ 基本設計の内容が概ね確定した時点で、設計者と協議し施工スケジュール案を検  

証し発注者に結果を報告する。発注者の指示があった場合はマスタースケジュー

ルを更新する。 

エ 設計者から提出された工事費概算書について、基本設計図書との整合性及び工事  

予算額との比較について概略の検討を行い、その結果を発注者に報告する。工事

予算額との関係で疑義があると受託者が判断した場合、発注者と協議し対応策に

ついて助言する。 

   オ 設計者から提出された技術提案書及びⅤＥ（バリューエンジニアリング）提案に

ついて、発注者の要求との整合性を、施工性・コスト・スケジュール・品質等の

観点から概略の検討を行い、その結果を発注者に報告する。 

   カ 基本設計図書及び関連する成果品の内容について、発注者の要求（施工性・コスト・

スケジュール・品質・特殊仕様等）から明らかに逸脱しているか否かを確認し、そ

の結果を発注者に報告する。 

（３）特殊機器・家具・備品・ＩＣＴ（情報通信機器）など付帯工事への対応 

   ア 付帯工事の仕様の検討スケジュール及び付帯工事に関する建物要求事項の基本設

計への反映状況を検討し、その結果を発注者に報告する 

   イ 発注者が行う付帯工事の発注方法、発注区分、発注スケジュール、契約方法等に

ついて発注者に助言する。 

 （４）工事発注計画の更新 

   ア 工事の発注方法、発注区分、発注スケジュール、契約方法について発注者と協議 

し、必要に応じ工事発注計画を更新する。 

   イ 工事需要バランス、受注意欲、労務も含めた建設コスト動向等について、発注者

と協議の上、施工者等にヒアリングを実施する。ヒアリング先については発注者

が決定するが、発注者の依頼があった場合は、発注者に助言する。 

 

３ 実施設計段階における支援業務 

（１）実施設計開始段階の検討 

ア 発注者体制の構築について、必要な人員や役割分担の明確化等について助言する。 

イ 実施設計のスケジュールの作成を設計者に依頼し、提出された実施設計スケジュ―
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ルについて設計者と協議を行い、発注者に結果を報告する。発注者の指示があった

場合はマスタースケジュールを更新する。 

ウ 実施設計方針書の作成を設計者に依頼し、設計者から提出された実施設計方針書

と発注者の要求を比較検討し、結果を発注者に報告する。 

（２）実施設計の内容確認 

ア 実施設計の進捗状況について設計者から随時報告を受け、その内容を発注者に報

告する。 

イ 実施設計の期間中、随時継続的に設計内容が発注者の要求（施工性・コスト・ス

ケジュール・品質等）から明らかに逸脱しているか否かを確認し、結果を発注者 

に報告する。 

ウ 実施設計の内容が概ね確定した時点で、設計者と協議し施工スケジュール案を更

新し発注者に結果を報告する。発注者の指示があった場合はマスタースケジュー

ルを更新する。 

エ 設計者から提出された工事費概算書について、実施設計図書との整合性及び工事

予算額との比較について概略の検討を行い、その結果を発注者に報告する。 

オ 設計者から提出された技術提案書、ＶＥ提案書について、発注者の要求との整合

性について概略の検討を行い、その結果を発注者に報告する。 

カ 実施設計図書及び関連する成果品の内容について、発注者の要求から明らかに逸

脱しているか否かを確認し、その結果を発注者に報告する。 

（３）特殊機器・家具・備品・ＩＣＴ（情報通信機器）など付帯工事への対応 

ア 付帯工事の仕様の検討スケジュール及び付帯工事に関する建物要求事項の実施設

計への反映状況を検討し、その結果を発注者に報告する 

イ 発注者が行う付帯工事の発注方法、発注区分、発注スケジュール、契約方法等に

ついて発注者に助言する。 

 （４）工事発注計画の更新 

   ア 工事の発注方法、発注区分、発注スケジュール、契約方法について発注者と協議

し、必要に応じ工事発注計画を更新する。 

   イ 工事需要バランス、受注意欲、労務も含めた建設コスト動向等について、発注者

と協議の上、施工者等にヒアリングを実施する。ヒアリング先については発注者

が決定するが、発注者の依頼があった場合は、発注者に助言する。 

  

 

 

第４ 業務の履行 

１ 受託者は、業務計画書に基づき提出した業務実施体制により、当該業務を履行するこ

と。 

２ 受託者が関与した打合せ、協議等については、速やかに会議録を作成し、次回打合せ

までに検討結果資料等を添えて発注者に提示後、わかりやすく分類し、一元管理する
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こと。また、計画書・報告書等については、検討経緯がわかるように整理し、一元管

理すること。 

３ 受託者は、本業務の遂行にあたり、発注者の所掌する情報資産の保護について万全を

期すものとし、その機密性、安全性、可用性を維持するために必要な対策を講ずると

ともに、本業務において知り得た情報を正当な理由なく第三者に知らせるほか、本業

務の目的外に使用することのないよう、関係者全員に徹底させること。また、個人情

報の取り扱いについても、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、佐賀

県個人情報の保護に関する法律施行条例、並びに関係法令等を遵守し、適切に対応す

ること。 

４ 本業務期間中の発注者の指定した時期に、事業進捗状況その他指定内容について、と

りまとめて報告すること。 

（１）定期報告内容 

ア 月間業務結果報告 

イ 各会議定例打合せ（２週間に１度程度を基本とする）・打合せ検討結果 

ウ 事業進捗状況 

エ 翌月の業務計画 

オ その他（指定時のみ） 

（２）報告の仕様 

ア 定期報告資料をＡ４縦にまとめ左綴じとしたもの 

イ 上記の電子ファイル 

ウ プレゼン用ファイル（指定時のみ）（パワーポイントデータ） 

 

 

 

 

第５ 成果品及び提出部数 

  成果物等については以下を基本とする。なお、ここに定めがないものについては、発注

者の指示による。 

１ 成果物等の提出先 

   佐賀県 政策部 さが政策推進チーム 

２ 提出成果物の規格等 

   以下のとおりとする。 

業務 成果物及び規格 部数 

佐賀県立大学（仮称）整

備設計に係るコンスト

ラクション・マネジメン

ト業務委託 

 

（ア）業務計画書 

（イ）業務報告書 

（定期報告・完了報告） 

Ａ４版ファイル綴 ２部 

上記の電子データ ２部 
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３ 成果物の構成 

以下のとおりとする。 

（１） 紙データ版 

成 果 物 規 格 備 考 

（ア）業務計画書 

  ①業務実施方針 

  ②業務工程 

  ③業務実施体制 

  ④配置技術者名簿 

  ⑤その他 
Ａ４縦 

共通：文書表記は１１ポイ

ント以上を原則とする。 （イ）業務報告書 

  ①支援実施概要 

  ②各業務報告 

  ③打合せ記録（資料共） 

  ④庁内等説明用資料 

  ⑤その他報告・資料等 

※綴りは製本せず、脱着可能な厚型ファイルを使用すること。 

※綴りは適宜分冊し、背表紙及びインデックスを用いて分かりやすくまとめること。 

 

 

（２）電子データ版 

成 果 物 規 格 備 考 

紙データ版に収めた全てのデータ 

ＣＤ－Ｒ 

又は 

ＤＶＤ－Ｒ 

正・控とし、それぞれケ

ースに収める。 

※成果物のファイル形式は発注者との事前協議により詳細を決定すること。 

※納品するＣＤ－Ｒ等には、タイトルを記載するとともに、内部のデータについても

製本版と同じタイトルを付したフォルダやファイル名を作成し、焼き付けること。 

 

 

第６ その他 

１ 受託者は、業務の実施にあたっては、関係法令及び条例を遵守するとともに、発注者

と協議を密に行い、その意図や目的を十分に理解した上で、関連する各分野における

専門性の高い技術力を有する者を適切に配置することにより進めること。 

２ 関係者との打合せ・協議等（内部説明の同席を含む）は、本業務の進捗に併せて随時

行うこと。 

３ 受託者は、本事業全般に関わる発注者の業務支援者として、発注者の指示に基づき、

本事業に関わる関係者との協議事項や質疑が行われた場合は、発注者に代わるものと
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して対応すること。その際、受託者は関係者に対し、発注者の業務支援者であること

及びその役割を明らかにするとともに、公正で中立的な立場を厳に保持するものとす

る。 

４ 受託者は、設計者から独立する立場を維持するように徹底すること。 

５ 本業務の受託者及び受託者と資本又は人事面において強い関連があるものは、別途発

注している「佐賀県立大学（仮称）整備事業」に関する設計業務の受託者となること

はできない。 

６ 受託者は、本委託業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議

を行い、また、発注者の方針や意向を踏まえ、必要な業務であると発注者が考えるも

のに関しては、本委託業務に含まれるものとして遅滞なく遂行すること。 

７ 業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議を行うこと。 

８ 各年度の出来高予定額の割合は以下のとおり想定している。 

   令和６年度 ０％ 

   令和７年度 ３０％ 

   令和８年度 ７０％ 


